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第 3 9回 臨 時 会 日 程 表 
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1 ６月５日 水 午前 10 時 本 会 議 諸般の報告 

    会議録署名議員の指名 

会期の決定 
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審 議 結 果 等 

議案番号 件    名 議決月日 議決結果 

報告第 １号
平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予

算繰越明許費の繰越しの報告について 
 議決不要 

議案第 ６号
一関地区広域行政組合介護保険条例の一部を

改正する条例の制定について 
６月５日 原案可決 

議案第 ７号
改元に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 
６月５日 原案可決 

議案第 ８号
令和元年度一関地区広域行政組合介護保険特

別会計補正予算（第１号） 
６月５日 原案可決 
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受理した議案 

 報告第１号 平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について 

議案第６号 一関地区広域行政組合介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
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議案第８号 令和元年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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議 事 日 程 

日程第 １            会議録署名議員の指名 

日程第 ２            会期の決定 
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定について 

日程第 ５   議案第 ７号   改元に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

日程第 ６   議案第 ８号   令和元年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算
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第39回広域行政組合議会臨時会 

令和元年６月５日 

午前10時00分 開 会  

会議の議事 

議 長（小野寺道雄君） ただ今の出席議員は、18名です。 

定足数に達していますので、令和元年５月29日一関地区広域行政組合告示第31号をもって招 

集の、第39回一関地区広域行政組合議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

議 長（小野寺道雄君） この際、諸般の御報告を申し上げます。 

受理した案件は、管理者提案４件です。 

議 長（小野寺道雄君） 次に、小川監査委員外１名から１件の監査報告書を受理いたしましたが、

印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。 

議 長（小野寺道雄君） 本日の会議には、管理者、監査委員の出席を求めました。 

議 長（小野寺道雄君） 議場での録画、録音、写真撮影を許可していますので、御了承願います。 

議 長（小野寺道雄君） 次に、人事紹介について、管理者より申し出がありますので、この際、こ

れを許します。 

 勝部管理者。 

管理者（勝部修君） ４月１日付け人事異動により異動した本会議出席職員を紹介いたします。 

事務局長、村上秀昭です。 

（事務局長、挨拶） 

介護保険担当参事、佐藤鉄也です。 

（介護保険担当参事、挨拶） 

事務局次長兼一関清掃センター所長、熊谷嘉啓です。 

（事務局次長兼一関清掃センター所長、挨拶） 

事務局次長兼介護保険課長、猪股浩子です。 

（事務局次長兼介護保険課長、挨拶） 

総務管理課長、小野寺啓です。 

（総務管理課長、挨拶） 

会計管理者兼会計課長、鈴木美智です。 

（会計管理者兼会計課長、挨拶） 

以上で、職員の紹介を終わります。 

議 長（小野寺道雄君） 次に、平成31年度人事異動による議会事務局の職員を紹介します。 

事務局長の佐々木裕子であります。 

（事務局長、挨拶） 

事務局長補佐兼議事係長の千葉麻弥であります。 

（事務局長補佐兼議事係長、挨拶） 

事務局長補佐兼調査係長の及川真一であります。 

（事務局長補佐兼調査係長、挨拶） 
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主任運転技士の千葉格であります。 

（主任運転技士、挨拶） 

議 長（小野寺道雄君） 以上で、人事紹介を終わります。 

議 長（小野寺道雄君） これより議事に入ります。 

本日の議事は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

議 長（小野寺道雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員はその数を２名とし、会議規則第81条の規定により議長において、 

５ 番 岩 渕   優 君 

12 番 金 野 盛 志 君 

を指名します。 

議 長（小野寺道雄君） 日程第２、会期の決定を議題とし、お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日間と決定しました。 

議 長（小野寺道雄君） 日程第３、報告第１号、平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予算繰

越明許費の繰越しの報告についてを議題とします。 

議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

佐藤副管理者。 

副管理者（佐藤善仁君） 報告第１号、平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予算繰越明許費の

繰越しの報告について、提案理由を申し上げます。 

   本件は、平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予算のうち、一般廃棄物処理施設等整備調

査事業及び火葬場管理事業について、合わせて3,706万4,000円を翌年度に繰越明許をしたので、

報告するものであります。 

以上であります。 

よろしくお願いいたします。 

議 長（小野寺道雄君） 報告に対し、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

以上で、報告を終わります。 

議 長（小野寺道雄君） 次に、日程第４、議案第６号、一関地区広域行政組合介護保険条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とします。 

議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

佐藤副管理者。 

副管理者（佐藤善仁君） 議案第６号、一関地区広域行政組合介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、介護保険法施行令の改正に伴い、所得の低い高齢者の介護保険料を引き下げるなど、

所要の改正をしようとするものであります。 

   なお、事務局長から補足説明させます。 

議 長（小野寺道雄君） 村上事務局長。 
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事務局長（村上秀昭君） 議案第６号、一関地区広域行政組合介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について、補足説明を申し上げます。 

本案は、介護保険法施行令の改正に伴い、消費税及び地方消費税率の引き上げによる増収分を 

財源とする第１号被保険者の保険料について、軽減強化の対象が、所得の低い市町村民税非課税

世帯全体に広げられたことを踏まえ、介護保険料の所得段階が第１段階から第３段階までの被保

険者の保険料の引き下げを行おうとするものであります。 

   参考資料の新旧対照表をお開き願います。 

引き下げ下げ後の額は、第１段階については現行の32,200円から5,400円を引き下げて26,800

円に、第２段階については46,500円から8,900円を引き下げて37,600円に、第３段階については

53,700円から1,800円を引き下げて51,900円にするものであります。 

なお、この引き下げに伴う財源については、国が２分の１、県が４分の１、市町が４分の１を 

負担するものであります。 

また、元号を定める政令の施行に伴い、改元日以降の年(ねん)の表示を「令和」に改めるも 

のであります。 

議案の２ページをお開き願います。 

施行期日につきましては、公布の日であります。 

経過措置につきましては、改正後の一関地区広域行政組合介護保険条例の規定は、令和元年 

度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例によるものであります。 

以上であります。よろしくお願い申し上げます。 

議 長（小野寺道雄君） これより質疑を行います。 

11番、那須茂一郎君。 

11 番（那須茂一郎君） 少しお尋ねします。 

   この基準値の計算式の分があるのですが、例えば、0.45が0.375とか、0.65が0.525とあります

けれど、これは、これ以降が続くという訳ですか。 

   基準額については変動するということは存じていますけれども、この割合は次年度以降も継続

するものなのでしょうか。 

   それから、次に、第１段階、第２段階、第３階段の関係する人数は大体どれくらいあるのでし

ようか。 

 その２点、よろしくお願いします。 

議 長（小野寺道雄君） 村上事務局長。 

事務局長（村上秀昭君） 乗率の関係でございますけれども、現行は、第１段階については、基準額

掛ける0.45でありますし、第２段階につきましては0.65、第３段階については0.75ということで

ございます。 

 今回改正によりまして、乗率が、第１段階については0.375、第２段階が0.525、それから第３

段階については0.725ということで、消費税が10月以降ということで、今回は半分の軽減になり

ますので、完全実施になりますと、令和２年度にはこの倍の軽減になるということになります。 

 それから、対象者でありますけれども、第１段階につきましては7,212人、第２段階につきま

しては4,101人、第３段階につきましは3,440人ということで、合計で14,753人を見込んだところ

であります。 
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以上です。 

議 長（小野寺道雄君） 11番、那須茂一郎君。 

11 番（那須茂一郎君） ありがとうございました。 

減額の対象者の人数の報告がありましたが、今、２市町なのですけれども、平泉町、一関市の

それぞれの人数がわかれば参考までに教えてほしいと思います。 

それから、この税額についてですけれども、今年度、令和元年の住民税の関係の、平成31年 

の申告によって住民税が令和元年に変わりますね。その分の対象者がそうなるのでしょうか。 

その辺をきちっと教えていただけませんか。 

なかなか元号が複雑だったり、中身的になのですけれども、今年度もしも非課税になったら、

秋からというものなのですか。つまり、令和元年分がこのような報告があったようになるのでし

ょうか。その辺を少し、きちんと教えていただけませんか。 

議 長（小野寺道雄君） 村上事務局長。 

事務局長（村上秀昭君） 一関市と平泉町の対象者の内訳ですけれども、今、手元に資料がございま

せんので、確認してからお知らせしたいと思います。 

   それから、先ほどのものを補足したいと思うのですけれども、令和２年度につきましては乗率

が、第１段階が0.3、第２段階が0.4、第３段階が0.7となりますので、補足させていただきます。 

 以上でございます。 

議 長（小野寺道雄君） ほかにございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 異議なしと認めます。 

よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。 

これより採決を行います。 

議案第６号、本案賛成者の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

議 長（小野寺道雄君） 起立満場。 

よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

議 長（小野寺道雄君） 次に、日程第５、議案第７号、改元に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定についてを議題とします。 

議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

佐藤副管理者。 

副管理者（佐藤善仁君） 議案第７号、改元に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、提

案理由を申し上げます。 

   本案は、元号を定める政令の施行に伴い、改元日以降において元号による年（ねん）表示をし

ている規定について、平成を令和に改めようとするものであります。 

以上であります。 

よろしくお願いいたします。 
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議 長（小野寺道雄君） これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 異議なしと認めます。 

よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。 

これより採決を行います。 

議案第７号、本案賛成者の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

議 長（小野寺道雄君） 起立満場。 

よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

議 長（小野寺道雄君） 次に、日程第６、議案第８号、令和元年度一関地区広域行政組合介護保険

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

議 長（小野寺道雄君） 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

副管理者（佐藤善仁君） 議案第８号、令和元年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算

（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

   本案は、事業勘定において、介護保険料の軽減対象の拡大に伴い、保険料の減額など、所要の

補正をしようとするものであります。 

   １ページをお開き願います。 

 歳入歳出予算の総額に増減はありませんが、歳入補正により歳入予算の組替えをするものであ

ります。 

   ２ページをお開き願います。 

   歳入の補正額は第１表のとおりで、保険料8,163万6,000円を減額し、分担金及び負担金8,163

万6,000円を増額いたしました。 

なお、事務局長から補足説明させます。 

議 長（小野寺道雄君） 村上事務局長。 

事務局長（村上秀昭君） 議案第８号、令和元年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算

（第１号）について、補足説明を申し上げます。 

４ページをお開き願います。 

１款１項、保険料につきましては、議案第６号、介護保険条例の一部を改正する条例の制定 

についてで説明いたしました65歳以上の被保険者の介護保険料について、第１段階は現行の

32,200円から5,400円を引き下げて26,800円に、第２段階は46,500円から8,900円を引き下げて

37,600円に、第３段階は53,700円から1,800円を引き下げて51,900円に引き下げることによる減

額であり、減額対象者は14,700人ほどと見込んだところであります。 

２款１項、分担金につきましては、今回の軽減により引き下げる保険料分に対する一関市及 

び平泉町の分担金の増額であります。 

これは国が２分の１、県が４分の１、市及び町が４分の１を負担するものであり、その財源 

は消費税及び地方消費税率の引上げによる増収分であります。 
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以上であります。 

よろしくお願い申し上げます。 

議 長（小野寺道雄君） これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 質疑なしと認め質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議 長（小野寺道雄君） 異議なしと認めます。 

よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。 

これより採決を行います。 

議案第８号、本案賛成者の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

議 長（小野寺道雄君） 起立満場。 

よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

議 長（小野寺道雄君） 那須茂一郎君の質問の答弁に関し、村上事務局長より発言の申し出があり

ましたので、この際これを許します。 

 村上事務局長。 

事務局長（村上秀昭君） それでは、議案第６号の答弁の中で、保険料の軽減の対象者の一関市と平

泉町の内訳とのことでございましたので、資料が整いましたので報告をさせていただきます。 

   一関市については、第１段階が6,865人、第２段階が3,859人、第３段階が3,243人でございま

す。 

   また、平泉町にあっては、第１段階が347人、第２段階が242人、第３段階が197人ということ

でございます。 

   以上です。 

議 長（小野寺道雄君） 以上で、議事日程の全部を議了しました。 

これをもって、第39回一関地区広域行政組合議会臨時会を閉会します。 

   御苦労さまでした。 

閉会 午前10時25分 
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